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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月19日(2016.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方障害物との衝突被害を軽減又は回避するために作動する緊急制御ユニット（４２，
２０４２）と、情報を提示する情報提示ユニット（５，５ｄ，５ｓ，５ｖ，２００５ｄ）
とを搭載した自車両（２）において、前記前方障害物のうち前方車両との車間状態を管理
するための車間マネジメント装置（５４，２０４２，３１）であって、
　少なくとも一つのプロセッサ（５４ｐ，２０４２ｐ）により構築される手段として、
　ユーザによる前記自車両の運転シーンに関連するシーン情報を取得するシーン情報取得
手段（５４２）と、
　前記シーン情報取得手段により取得された前記シーン情報に基づき、前記運転シーンを
推定するシーン推定手段（５４１）と、
　前記ユーザによる前記自車両の運転行動に関連する行動情報を取得する行動情報取得手
段（５４２）と、
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　前記シーン推定手段により推定された前記運転シーンと、前記行動情報取得手段により
取得された前記行動情報とに基づき、前記ユーザによる前記自車両の運転リスクを判定す
るリスク判定手段（５４３）と、
　前記運転リスクへの対処を前記ユーザに促すために、前記情報提示ユニットによるアシ
スト情報の提示を制御する情報提示制御手段であって、前記シーン推定手段により推定さ
れた前記運転シーンが前記前方車両の後方における前記自車両の追従走行状態である場合
に、前記緊急制御ユニットが作動する前に前記情報提示ユニットが提示する前記アシスト
情報を、前記リスク判定手段により判定された前記運転リスクの高低に従って選択する情
報提示制御手段（５４４）とを、備え、
　前記運転リスクとして低リスク（Ｒｌ）に対応する前記アシスト情報は、前記運転行動
の決定において参考となる前記運転リスクを前記ユーザに気付かせるための参考情報であ
り、
　前記運転リスクとして前記低リスクよりも高い中リスク（Ｒｍ）に対応する前記アシス
ト情報は、前記運転リスクの上昇を抑える前記運転行動を前記ユーザに提案するための提
案情報であり、
　前記運転リスクとして前記中リスクよりも高い高リスク（Ｒｈ）に対応する前記アシス
ト情報は、前記運転リスクを低下させる前記運転行動を前記ユーザに要求するための要求
情報であり、
　前記情報提示制御手段は、前記参考情報と前記提案情報と前記要求情報とのうち、前記
リスク判定手段により判定された前記運転リスクに対応する前記アシスト情報を、選択し
、
　前記リスク判定手段により判定された前記運転リスクが前記低リスクである場合に、前
記情報提示制御手段は、前記アシスト情報として選択した前記参考情報の前記情報提示ユ
ニットによる提示態様として、視覚提示を採用し、
　前記リスク判定手段により判定された前記運転リスクが前記中リスクである場合に、前
記情報提示制御手段は、前記アシスト情報として選択した前記提案情報の前記情報提示ユ
ニットによる提示態様として、視覚提示と聴覚提示とを採用し、
　前記リスク判定手段により判定された前記運転リスクが前記高リスクである場合に、前
記情報提示制御手段は、前記アシスト情報として選択した前記要求情報の前記情報提示ユ
ニットによる提示態様として、視覚提示と聴覚提示と触覚提示とを採用することを特徴と
する車間マネジメント装置。
【請求項２】
　前記運転シーンは、
　前記自車両の運転に必要な情報の錯覚が発生するシーンＤ１と、
　前記自車両の運転に必要な情報の欠落が発生するシーンＤ２と、
　前記自車両の運転に必要な情報の増大が発生するシーンＤ３と、
　前記自車両の運転に必要な操作上のタスクが増大するシーンＤ４と、
　前記自車両が自然作用により加速する又は減速を阻害されるシーンＤ５とを、含み、
　前記シーンＤ１，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５のうちいずか一つの前記運転シーンが前記シ
ーン推定手段により推定された場合に、前記リスク判定手段は、前記運転リスクが前記低
リスクであるとの判定を下すことを特徴とする請求項１に記載の車間マネジメント装置。
【請求項３】
　前記シーンＤ１，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５のうちいずれか一つの前記運転シーンが前記
シーン推定手段により推定され、且つ前記自車両の車速が所定値以上である場合に、前記
リスク判定手段は、前記運転リスクが前記低リスクであるとの判定を下すことを特徴とす
る請求項２に記載の車間マネジメント装置。
【請求項４】
　前記運転シーンは、
　前記自車両の車速が前記運転リスク上の安全速度以上となるシーンＤ６と、
　前記自車両と前記前方車両との車間距離が前記運転リスク上の安全距離以下となるシー
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ンＤ７と、
　前記自車両と前記前方車両との車間時間が前記運転リスク上の安全時間以下となるシー
ンＤ８とを含み、
　前記シーンＤ６，Ｄ７，Ｄ８のうち少なくとも一つの前記運転シーンが前記シーン推定
手段により推定された場合に、前記リスク判定手段は、前記運転リスクが前記中リスクで
あるとの判定を下すことを特徴とする請求項２又は３に記載の車間マネジメント装置。
【請求項５】
　前記リスク判定手段は、前記行動情報取得手段により取得された前記行動情報に基づき
、前記低リスク及び前記中リスクに対する前記ユーザの前記運転行動を推定し、推定され
た前記運転行動が前記運転リスクを低下させない場合に、前記運転リスクが前記高リスク
であるとの判定を下すことを特徴とする請求項４に記載の車間マネジメント装置。
【請求項６】
　前方障害物との衝突被害を軽減又は回避するために作動する緊急制御ユニット（４２，
２０４２）と、情報を提示する情報提示ユニット（５，５ｄ，５ｓ，５ｖ，２００５ｄ）
とを搭載した自車両（２）において、前記前方障害物のうち前方車両との車間状態を管理
するための車間マネジメント方法であって、
　少なくとも一つのプロセッサ（５４ｐ，２０４２ｐ）により実行されるステップとして
、
　ユーザによる前記自車両の運転シーンに関連するシーン情報を取得するシーン情報取得
ステップ（Ｓ１０１，Ｓ１０４，Ｓ１０８，Ｓ２０１）と、
　前記シーン情報取得ステップにより取得された前記シーン情報に基づき、前記運転シー
ンを推定するシーン推定ステップ（Ｓ１０２，Ｓ１０５，Ｓ１０９，Ｓ２０２）と、
　前記ユーザによる前記自車両の運転行動に関連する行動情報を取得する行動情報取得ス
テップ（Ｓ１１２）と、
　前記シーン推定ステップにより推定された前記運転シーンと、前記行動情報取得ステッ
プにより取得された前記行動情報とに基づき、前記ユーザによる前記自車両の運転リスク
を判定するリスク判定ステップ（Ｓ１０６，Ｓ１０７，Ｓ１１０，Ｓ１１１，Ｓ１１３，
Ｓ１１４，Ｓ１１５，Ｓ２０４，Ｓ３１１６）と、
　前記運転リスクへの対処を前記ユーザに促すために、前記情報提示ユニットによるアシ
スト情報の提示を制御する提示制御ステップであって、前記シーン推定ステップにより推
定された前記運転シーンが前記前方車両の後方における前記自車両の追従走行状態である
場合に、前記緊急制御ユニットが作動する前に前記情報提示ユニットが提示する前記アシ
スト情報を、前記リスク判定ステップにより判定された前記運転リスクの高低に従って選
択する提示制御ステップ（Ｓ１０３，Ｓ２０３，Ｓ２０５）とを、含み、
　前記運転リスクとして低リスク（Ｒｌ）に対応する前記アシスト情報は、前記運転行動
の決定において参考となる前記運転リスクを前記ユーザに気付かせるための参考情報であ
り、
　前記運転リスクとして前記低リスクよりも高い中リスク（Ｒｍ）に対応する前記アシス
ト情報は、前記運転リスクの上昇を抑える前記運転行動を前記ユーザに提案するための提
案情報であり、
　前記運転リスクとして前記中リスクよりも高い高リスク（Ｒｈ）に対応する前記アシス
ト情報は、前記運転リスクを低下させる前記運転行動を前記ユーザに要求するための要求
情報であり、
　前記提示制御ステップでは、前記参考情報と前記提案情報と前記要求情報とのうち、前
記リスク判定ステップにより判定された前記運転リスクに対応する前記アシスト情報を、
選択し、
　前記リスク判定ステップにより判定された前記運転リスクが前記低リスクである場合に
、前記提示制御ステップでは、前記アシスト情報として選択した前記参考情報の前記情報
提示ユニットによる提示態様として、視覚提示を採用し、
　前記リスク判定ステップにより判定された前記運転リスクが前記中リスクである場合に
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、前記提示制御ステップでは、前記アシスト情報として選択した前記提案情報の前記情報
提示ユニットによる提示態様として、視覚提示と聴覚提示とを採用し、
　前記リスク判定ステップにより判定された前記運転リスクが前記高リスクである場合に
、前記提示制御ステップでは、前記アシスト情報として選択した前記要求情報の前記情報
提示ユニットによる提示態様として、視覚提示と聴覚提示と触覚提示とを採用することを
特徴とする車間マネジメント方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上述の課題を解決するために開示された第一発明は、
　前方障害物との衝突被害を軽減又は回避するために作動する緊急制御ユニット（４２，
２０４２）と、情報を提示する情報提示ユニット（５，５ｄ，５ｓ，５ｖ，２００５ｄ）
とを搭載した自車両（２）において、前方障害物のうち前方車両との車間状態を管理する
ための車間マネジメント装置（５４，２０４２，３１）であって、
　少なくとも一つのプロセッサ（５４ｐ，２０４２ｐ）により構築される手段として、
　ユーザによる自車両の運転シーンに関連するシーン情報を取得するシーン情報取得手段
（５４２）と、
　シーン情報取得手段により取得されたシーン情報に基づき、運転シーンを推定するシー
ン推定手段（５４１）と、
　ユーザによる自車両の運転行動に関連する行動情報を取得する行動情報取得手段（５４
２）と、
　シーン推定手段により推定された運転シーンと、行動情報取得手段により取得された行
動情報とに基づき、ユーザによる自車両の運転リスクを判定するリスク判定手段（５４３
）と、
　運転リスクへの対処をユーザに促すために、情報提示ユニットによるアシスト情報の提
示を制御する情報提示制御手段であって、シーン推定手段により推定された運転シーンが
前方車両の後方における自車両の追従走行状態である場合に、緊急制御ユニットが作動す
る前に情報提示ユニットが提示するアシスト情報を、リスク判定手段により判定された運
転リスクの高低に従って選択する情報提示制御手段（５４４）とを、備え、
　運転リスクとして低リスク（Ｒｌ）に対応するアシスト情報は、運転行動の決定におい
て参考となる運転リスクをユーザに気付かせるための参考情報であり、
　運転リスクとして低リスクよりも高い中リスク（Ｒｍ）に対応するアシスト情報は、運
転リスクの上昇を抑える運転行動をユーザに提案するための提案情報であり、
　運転リスクとして中リスクよりも高い高リスク（Ｒｈ）に対応するアシスト情報は、運
転リスクを低下させる運転行動をユーザに要求するための要求情報であり、
　情報提示制御手段は、参考情報と提案情報と要求情報とのうち、リスク判定手段により
判定された運転リスクに対応するアシスト情報を、選択し、
　リスク判定手段により判定された運転リスクが低リスクである場合に、情報提示制御手
段は、アシスト情報として選択した参考情報の情報提示ユニットによる提示態様として、
視覚提示を採用し、
　リスク判定手段により判定された運転リスクが中リスクである場合に、情報提示制御手
段は、アシスト情報として選択した提案情報の情報提示ユニットによる提示態様として、
視覚提示と聴覚提示とを採用し、
　リスク判定手段により判定された運転リスクが高リスクである場合に、情報提示制御手
段は、アシスト情報として選択した要求情報の情報提示ユニットによる提示態様として、
視覚提示と聴覚提示と触覚提示とを採用することを特徴とする。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、上述の課題を解決するために開示された第二発明は、
　前方障害物との衝突被害を軽減又は回避するために作動する緊急制御ユニット（４２，
２０４２）と、情報を提示する情報提示ユニット（５，５ｄ，５ｓ，５ｖ，２００５ｄ）
とを搭載した自車両（２）において、前方障害物のうち前方車両との車間状態を管理する
ための車間マネジメント方法であって、
　少なくとも一つのプロセッサ（５４ｐ，２０４２ｐ）により実行されるステップとして
、
　ユーザによる自車両の運転シーンに関連するシーン情報を取得するシーン情報取得ステ
ップ（Ｓ１０１，Ｓ１０４，Ｓ１０８，Ｓ２０１）と、
　シーン情報取得ステップにより取得されたシーン情報に基づき、運転シーンを推定する
シーン推定ステップ（Ｓ１０２，Ｓ１０５，Ｓ１０９，Ｓ２０２）と、
　ユーザによる自車両の運転行動に関連する行動情報を取得する行動情報取得ステップ（
Ｓ１１２）と、
　シーン推定ステップにより推定された運転シーンと、行動情報取得ステップにより取得
された行動情報とに基づき、ユーザによる自車両の運転リスクを判定するリスク判定ステ
ップ（Ｓ１０６，Ｓ１０７，Ｓ１１０，Ｓ１１１，Ｓ１１３，Ｓ１１４，Ｓ１１５，Ｓ２
０４，Ｓ３１１６）と、
　運転リスクへの対処をユーザに促すために、情報提示ユニットによるアシスト情報の提
示を制御する提示制御ステップであって、シーン推定ステップにより推定された運転シー
ンが前方車両の後方における自車両の追従走行状態である場合に、緊急制御ユニットが作
動する前に情報提示ユニットが提示するアシスト情報を、リスク判定ステップにより判定
された運転リスクの高低に従って選択する提示制御ステップ（Ｓ１０３，Ｓ２０３，Ｓ２
０５）とを、含み、
　運転リスクとして低リスク（Ｒｌ）に対応するアシスト情報は、運転行動の決定におい
て参考となる運転リスクをユーザに気付かせるための参考情報であり、
　運転リスクとして低リスクよりも高い中リスク（Ｒｍ）に対応するアシスト情報は、運
転リスクの上昇を抑える運転行動をユーザに提案するための提案情報であり、
　運転リスクとして中リスクよりも高い高リスク（Ｒｈ）に対応するアシスト情報は、運
転リスクを低下させる運転行動をユーザに要求するための要求情報であり、
　提示制御ステップでは、参考情報と提案情報と要求情報とのうち、リスク判定ステップ
により判定された運転リスクに対応するアシスト情報を、選択し、
　リスク判定ステップにより判定された運転リスクが低リスクである場合に、提示制御ス
テップでは、アシスト情報として選択した参考情報の情報提示ユニットによる提示態様と
して、視覚提示を採用し、
　リスク判定ステップにより判定された運転リスクが中リスクである場合に、提示制御ス
テップでは、アシスト情報として選択した提案情報の情報提示ユニットによる提示態様と
して、視覚提示と聴覚提示とを採用し、
　リスク判定ステップにより判定された運転リスクが高リスクである場合に、提示制御ス
テップでは、アシスト情報として選択した要求情報の情報提示ユニットによる提示態様と
して、視覚提示と聴覚提示と触覚提示とを採用することを特徴とする。
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